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本県の人口概況とともに、男女共同参画の推進状況として「女性の社会参画」「労働」「家庭生活」「防災」
「男女共同参画に関する意識」「教育」「女性に対する暴力の根絶」「健康・福祉」の分野ごとに、これまで
の各種統計、調査等によるデータなどをもとにまとめました。

※ 統計データについては、できるだけ新しい数値を盛り込むよう努めました。データ名や出典については本文やグ
ラフ中に記載しています。特にことわりのない場合、本県のデータを示しています。
なお数値については、単位未満四捨五入のため合計とは必ずしも一致していないところがあります。

（統計で使用している「賃金構造基本統計調査」については、統計法に基づき総務大臣が承認した調査計画と異なる取
り扱いをしていたところ、平成31年1月30日の総務省統計委員会において、「十分な情報提供があれば、結果数値はお
おむねの妥当性を確認できる可能性は高い」との指摘がなされており、一定の留保がついていることに留意願います。）

第1部 埼玉県における
男女共同参画の状況
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■埼玉県における男女共同参画の状況

○人口概況

1 人口と世帯
（1）人口ピラミッド

※ 県統計課「埼玉県町（丁）字別人口調査結果報告」より。

平成31年1月現在、本県の人
口 は7，377，199人 で、内 訳 は
女 性 が3，684，428人、男 性 が
3，692，771人である。
また、平均年齢は46．0歳で前
年に比べて0．3歳の上昇となり、
男女別にみると、女性が47．1歳、
男性が44．9歳である。
平成11年（20年前）と比較す
ると、年少人口、生産年齢人口
はともに減少し、65歳以上の老
年人口が増加している。

（2）核家族世帯の割合

※ 総務省（国勢調査）より。

本県一般世帯数に占める核家
族世帯の割合は、61．5％と全国
平均（55．9％）より5．6ポイン
ト高く、奈良県に次いで全国2
位となっている。

2 人口動態
（3）合計特殊出生率の推移

※ 厚生労働省「人口動態統計」より。

本県の平成30年の合計特殊出
生率※は1．34（全国第41位）で
ある。
第二次ベビーブームの頃（昭
和46～49年）は2．4前後であっ
たが、平成16年に過去最低の
1．20を記録した後は、僅かでは
あるが増加の傾向にある。

※合計特殊出生率…15歳から49歳まで
の女性の年齢別出生率を合計したも
ので、一人の女性が仮にその年次の
年齢別出生率で一生の間に子供を産
むとした子供の数。
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（4）高齢化率の見通し

※ 平成27年までは総務省「国勢調査」、令和2年以降は国立社会保障・人口問題研究
所「日本の地域別将来推計人口（平成30年3月推計）」より。

本県の高齢化率※1は、平成27
年（2015年）の国勢調査では全
国で6番目の低さとなっている。
しかし、平成17年から27年まで
の10年間では8．4ポイント増加
し、奈良県に続いて高齢化が進
んだ。

※1 高齢化率…総人口に占める65歳
以上の割合。

※2 国勢調査の数値について、平成
22年度から「不詳」数を分母に
含めない方法で算出されており、
平成17年度の数値は総務省統計
局が同様の算出方法で再計算し
た数字を採用。

○女性の社会参画

1 政治への参画
（5）本県議会における女性の立候補者及び議員の状況

※ 県市町村課より。

平成31年4月に行われた本県
議会議員選挙において、129人
の立候補者のうち女性は26人と
なった。
また、当選者数は93人中女性

が14人で、昭和62年以降最も多
くなり、その割合は15．1％とな
った。

（6）市町村議会の状況（各年12月31日現在）

※ 総務省「地方公共団体の議会の議員及び長の所属党派別人員調等」より。

平成30年12月現在、県内市町
村議会議員における女性の数は
260人（市204人、町村56人）で、
その割合は、市が21．7％、町村
が18．7％、全体で21．0％である。
女性議員の割合は、1位は東
京都（26．7％）で埼玉県は全国
3位となっている。
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2 審議会等への参画
（7）審議会等における女性の委員数と割合の推移

※ 県男女共同参画課より。

平成31年4月現在、本県の審
議会等委員総数1，488人のうち、
女性の委員は582人で、その割
合は39．1％（前年比0．3ポイン
ト増）である。

（8）市町村審議会等における女性の委員数と割合の推移
（広域で設置している審議会等の委員数を含む）

※ 県男女共同参画課より。

平成31年4月現在※、県内市
町村の審議会等委員総数30，361
人のうち、女性の委員は8，523
人で、その割合は28．1％である。

※羽生市は令和元年6月1日現在
富士見市は審議会等の数値が一部
平成30年10月1日現在
神川町は令和元年9月18日現在

3 司法への参画
（9）弁護士の男女比

※ 日本弁護士連合会事務局より。

本県の弁護士総数881人のう
ち、女性の弁護士は151人（前
年比4人減）である。また、そ
の割合は17．1％で、全国平均
（18．8％）より1．7ポイント低
くなっている。
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4 県・市町村における女性の職員
（10）県における女性の職員・役付職員の割合

※ 県人事課より。

平成31年4月1日現在、本県
の女性職員は9，788人中3，925人
で、割合は40．1％となっている。
また、女性役付職員（主査級以
上）は、4，324人中977人（22．6％）、
そのうち副課長級以上の女性管
理職は906人中92人（10．2％）
であり、いずれもその割合は
年々高まっている。
※全任命権者（教育・警察除く）

（11）市町村における女性の職員・役付職員の割合

※ 県男女共同参画課より。

平成31年4月1日現在※、県
内の市町村における職員数のう
ち女性職員の割合は40．8％、女
性役付職員の割合は29．0％であ
る。
また、管理職相当職以上の職
員のうち、女性職員の割合は
14．4％となっている。

※行田市は令和元年7月1日現在
吉見町は令和元年5月1日現在

5 地域における参画
（12）自治会長に占める女性の割合

※ 内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の
推進状況（平成30年度）」より。

平成30年4月1日現在、自治
会長に占める女性の割合は
5．1％（全都道府県中19番目）
であり、全国平均の5．5％より
下回っている。
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○労働

1 女性の就業率
（13）年代別の女性の就業率

※ 総務省「平成27年国勢調査」より。

平成27年の本県の女性就業
率※を年代別にみると、25～29
歳の層の76．7％と45～49歳の層
の73．8％を2つの頂点として、
35～39歳の66．2％を底とするＭ
字型曲線を描いている。平成22
年より上昇したものの、Ｍ字型
の底は、本県の男性や全国の女
性の数値と比較しても、依然低
い状況にある。

※就業率…15歳以上の人口のうち、就
業者の割合
（就業者とは、調査期間中収入を伴
う仕事を少しでもした人をいう。）

2 民間企業等における女性
（14）階級別役職者に占める女性割合の推移（全国）

※ 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より。

平成30年の全国の民間企業等
（従業員数100人以上）におけ
る役職者を階級別にみると、部
長相当職は6．6％、課長相当職
は11．2％、係長相当職は18．3％
であり、長期的にみると増加傾
向にある。

3 女性の雇用者の状況
（15）女性雇用者（15～64歳）の年代別比率推移

※ 総務省「平成29年就業構造基本調査」より。

本県の15～64歳の女性雇用者
1，544千人を年代別にみると、
前回調査（平成24年）から比べ
て、30歳代、60歳以上の比率は
減少したが、その他の年代では
増加した。
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0

1

2

3

4

5

6

7
（万人）

0

10

20

30

40

50

60

70
（％）

年齢（歳）
15
～19

20
～24

25
～29

30
～34

35
～39

40
～44

45
～49

50
～54

55
～59

60
～64

8.08.0

36.636.6

66.366.3

女性の就業希望者数 女性無業者のうち、就業を希望する人の割合

64.664.6
60.360.3

62.362.3

52.852.8

44.144.1

29.829.8

19.719.7

10,20010,200
19,30019,300

23,00023,000

39,30039,300
41,90041,900

45,90045,900

37,70037,700
27,30027,300

19,00019,000 20,10020,100

0

60

70

80

90

100

H9 12 14 16 18 19 21 24 27 30 （年）

（男性の所定内給与額＝100）

県
全国

63.5

63.1

72.3

72.2

75.2

73.3

※数字はＨ９・Ｈ２７～Ｈ３０の数値

74.4
74.9

73.0 73.4

（16）女性の雇用者に占める非正規雇用者の割合

※ 総務省「平成29年就業構造基本調査」より。

本県の女性雇用者（役員を除
く）に占めるパート・アルバイ
トの比率は48．4％で、全国平均
44％より高くなっている。
非正規雇用は女性の約6割を
占める一方、男性では2割超と
なっている。

※パート、アルバイト等の雇用形態は
勤め先での呼称による。

（17）女性無業者のうち就業を希望する人数

※ 総務省「平成29年就業構造基本調査」より。

本県の就業していない女性
156万人のうち、就業を希望す
る女性は30～40歳代を中心に34
万1千人（21．8％）いる。その
割合は、全国で4番目に高く、
全国19．3％に比べて2．5ポイン
ト高くなっている。

4 賃金
（18）男女の賃金格差の推移

※ 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より。

本県における平成30年の男性
一般労働者の平均賃金水準（所
定内給与額※）を100（331，500
円）としたとき、女性一般労働
者の給与水準は75．2（249，300
円）となっており、格差は長期
的には縮小傾向にある。

※所定内給与額…決まって支給する現
金給与額のうち、超過労働給与額を
差し引いた額をいう。
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男性（784人）

［希望］ ［現実］女性（1,088 人）

無回答

家庭生活
（家事・子育て・介護）に専念

どちらかといえば、仕事や自分の
活動よりも家庭生活を優先

仕事や自分の活動と
家庭生活を同時に重視

どちらかといえば、家庭生活よりも
仕事や自分の活動を優先

仕事や趣味・ボランティアなどの
自分の活動に専念

1.8

2.4

13.4

40.2

30.1

12.1

1.8

16.1

38.2

28.5

10.7

4.7

2.3

3.7

15.1

57.8

7.5

13.6

2.8

6.7

16.6

55.2

7.7

10.9

0 10 20 30 40 50 600102030405060

（％）

（％）

0 20 40 60 80 100

制度あり 制度なし

87.087.0 13.013.0中小企業

大企業 96.096.0 4.04.0

短時間勤務制度

所定外労働の免除

看護休暇

法定時間外労働制限、
深夜業制限

フレックスタイム制度

始業・終業時刻の繰上繰下

育児サービス等
費用援助

事業所内保育施設設置

時間単位有給休暇取得

転勤・配置転換の配慮

再雇用制度

在宅勤務制度

整備状況 整備している制度

中小企業

大企業

女性
男性

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

（％）

H27H26 （年）H25H24H23H22H21H20 H29H28

94.2
89.5

92.589.991.8
96.3

91.891.8 89.4

2.1

95.5

3.13.10.40.32.7
6.1 7.9

2.1 2.3

H30

4.2

85.2

5 家庭と仕事の両立支援
（19）家庭生活の優先度

※ 県男女共同参画課「平成30年度意識・実態調査」より。

希望・現実ともに、「仕事や
自分の活動と家庭生活を同時に
重視｣が男女双方で最も多い。
【現実】で2番目に多いのは、
女性が「どちらかといえば、仕
事や自分の活動よりも家庭生活
を優先｣で、男性が「どちらか
といえば、家庭生活より仕事や
自分の活動を優先｣となってい
る。

（20）仕事と育児の両立支援

※ 県勤労者福祉課「平成30年度埼玉県就労実態調査」より。

仕事と育児の両立支援制度の
ある事業所は、県内中小企業で
87．0％であった。大企業では
96．0％が支援制度があると回答
している。さらに、両立支援の
内容をみると「短時間勤務制
度」が中小企業では61．4％、大
企業では82．1％と最も多い。

（21）育児休業取得率（県内中小企業）

※ 県勤労者福祉課「平成30年度埼玉県就労実態調査」より。

平成29年4月1日から平成30
年3月31日までの1年間に出産
した女性労働者及び配偶者が出
産した男性労働者について、中
小企業における育児休業の取得
率をみると、女性は85．2％、男
性は4．2％となっている。

※参考…県内大企業での育児休業取得
率
女性労働者：98．8％
男性労働者：5．3％



第
1
部

埼
玉
県
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
の
状
況

9

中小企業

整備状況 整備している制度

（％）

79.379.3 20.720.7

90.190.1 9.99.9

短時間勤務制度
介護休暇

法定時間外労働制限、
深夜業制限

所定外労働の免除

始業・終業時刻の繰上繰下

時間単位有給休暇取得

転勤・配置転換の配慮

再雇用制度

フレックスタイム制度

在宅勤務制度

介護サービス等費用援助

大企業

（％）

制度あり

中小企業

大企業

制度なし

0 20 40 60 80

0 5 10 15 20 25 30051015202530354045

結婚や出産にかかわらず、仕事を続ける

子育ての時期だけ一時やめ、
その後はフルタイムで仕事を続ける
子育ての時期だけ一時やめ、

その後はパートタイムで仕事を続ける

結婚後または子育て終了時から仕事を持つ

子どもができるまで仕事をもち、
子どもができたら家事や子育てに専念する

結婚するまで仕事をもち、
結婚後は家事などに専念する

仕事はもたない

その他

わからない

無回答 2.6
2.0

7.4
5.4

2.8
2.0

3.2
2.3

6.0
6.3

8.9
10.1

7.3
8.4

14.7
25.6

17.6
16.7

29.6
21.0

2.9
1.7

＊【現実】の質問に「わからない」
　　の選択肢はなし

7.7
7.1

9.4
5.1

10.5
11.2

7.4
10.3

2.8
4.5

13.8
26.2

5.0
8.7

40.6
25.2

【現実】 【理想】女性 男性

常勤

パート

自営

その他

4.94.9

2.72.7

2.22.2

3.93.9
8.38.3 16.016.0 50.950.9 18.718.7

26.526.544.844.811.411.49.19.1
5.55.5

1.71.7
14.414.4 18.218.2 43.643.6 17.917.9

9.99.930.830.819.719.722.922.911.811.8

4.34.3

（22）仕事と介護の両立支援

※ 県勤労者福祉課「平成30年度埼玉県就労実態調査」より。

仕事と介護の両立支援制度の
ある事業所は、県内中小企業で
79．3％であった。大企業では
90．1％が支援制度があると回答
している。
利用できる制度として最も多
いものは「短時間勤務制度」で、
中小企業が53．8％、大企業が
72．2％となっている。

○家庭生活

1 ライフスタイル
（23）女性の働き方の理想と現実

※ 県男女共同参画課「平成30年度意識・実態調査」より。

女性の働き方について、理想
・現実ともに女性は「子育ての
時期だけ一時やめ、その後はパ
ートタイムで仕事を続ける」が
最も多く、男性は「結婚や出産
の有無にかかわらず、仕事を続
ける」が最も多くなっている。

※女性の働き方の実態は、女性を「自
分自身の働き方」、男性を「妻の働
き方」とする。

（24）従業上の地位別に見た妻の家事分担割合（全国）

※ 国立社会保障・人口問題研究所「第6回全国家庭動向調査（2018年実施）」より。

妻が「常勤」で働く世帯では、
「パート」「自営」「その他」と
比べて、妻の家事分担割合は相
対的に少ない。それでも約6割
の妻が家事の80％以上を担って
いる。
また、専業主婦を含む「その
他」の妻においては、8割超が
80％以上の家事を分担している。

※「その他」…大多数は仕事を持たない
いわゆる専業主婦
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家事 育児
0 50 100 150 200 250

全国

埼玉県

全国

埼玉県

H28

H23

（分）
介護・看護

計189分/週計189分/週

計203分/週計203分/週

計175分/週計175分/週

計168分/週計168分/週

1414

1414

1414

77

4242

4949

3535

4949

133133

140140

126126

112112

（千人）

0

200

400

600

800

1,000

1,200
（％）

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

全国千葉県奈良県埼玉県千葉県埼玉県神奈川県

5.1

15.115.2

16.5

833833

1,0741,074
1,1311,131

255255

346346376376

578578
728728755755

女性
男性

（分）

0

20

40

60

80

100

120

大阪府東京都奈良県埼玉県神奈川県千葉県

女性 男性

男性・全国
平均（85分）

女性・全国
平均（71分）

112 112
106 103 101

9087
94

82
79

85
79

2 男性にとっての男女共同参画
（25）男性の家事・育児・介護等の時間数（週当たり）

※ 総務省「社会生活基本調査」より。

本県の10歳以上の男性につい
て、週当たりの生活時間をみる
と、前回調査時（平成23年）と
比べて育児時間は変わらないも
のの、家事及び介護・看護時間
が長くなっている。育児を含め
た全体の時間数は35分（1日当
たり5分）長くなり、全国平均
を上回った。

（26）他都県への通勤・通学者数とその割合

※ 総務省「平成27年国勢調査」より。

他都県への15歳以上の通勤・
通学者数は約107万人で、神奈
川県に次いで全国2位であり、
その割合は全国1位となってい
る。

通勤・通学時間

※ 総務省「平成28年社会生活基本調査」より。

また、10歳以上の県民が通勤
・通学にかける時間は男女とも
に長く、男性は106分で千葉県、
神奈川県に次ぎ全国3位、女性
も82分と全国で4番目の長さと
なっている。

通
勤
・
通
学
者
数

割
合



第
1
部

埼
玉
県
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
の
状
況

11

上段：男性
下段：女性

40～44歳

35～39歳

30～34歳

25～29歳

15歳以上
総数

16.7

17.0

16.2

14.4

14.3

3.4

4.4

5.0

6.5

5.1

18.6

【全国】【埼玉県】

20.5

18.5

14.0

15.1

4.1

3.2

5.9

7.7

5.0

0 5 10 15 20 250510152025

（人）

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

H30 H31H28 H29H27H26H25H24H23

各年 4月 1日現在の
待機児童数

※1

※2

1,186
1,075

902 905

1,097
1,026

1,258

1,552

1,208

市町村
（計2,155人）

男性（1,942人）
90.1%

女性（213人）

9.9%

女性（213人）

9.9%

男性（61人）
88.4％

女性（8人）

11.6%

女性（8人）

11.6%

埼玉県
（計69人）

（27）子育て世代の長時間労働（週60時間以上就業している人の割合）

※ 総務省「平成29年就業構造基本調査」より。

本県の年間就業日数200日以
上の男性（15歳以上）のうち、
週60時間以上就業している男性
の割合は、全国（14．3％）より
0．8ポイント高く、15．1％とな
っている。
さらに、25～44歳の子育て世
代では18．2％と、全国（16．2％）
より2．0ポイント高い。

3 子育ての社会的支援
（28）保育所待機児童数

※ 県少子政策課より。

本県の平成31年4月1日現在
の待機児童数は1，208人で、前
年（1，552人）から344人減少し
た。

※1・2 平成27・29年4月に待機児
童の定義を変更

○防災

1 防災分野における参画
（29）県・市町村防災会議での女性委員の割合

※ 男女共同参画課より。

平成30年4月1日現在、本県
の防災会議での女性委員が占め
る割合は、11．6％（69人中8人）
で、全国平均（15．7％）より4．1
ポイント低くなっている。
県内市町村では総数2，155人

のうち女性は213人（9．9％）で
あり、防災会議の設置されてい
る62市町中5市町村に女性委員
がいない。
（全国の値は内閣府「男女共同参画白
書令和元年版」より）
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（人） （％）

H27 H30H28H26H25H24H23

3.63.6 3.93.9
3.43.43.13.12.92.9

509
552

4.64.6 4.94.9

656
692

H29

4.34.3

623

487
442

411

消防団員に占める女性の割合（右軸）
女性消防団員数（左軸）

0

2

4

6

8

10

（年度）
0

100

200

300

400

500

700

600

女
性

男
性

家庭
教育
職場
政治

地域活動の場
社会通念や風潮
法律や制度
社会全体

家庭
教育
職場
政治

地域活動の場
社会通念や風潮
法律や制度
社会全体

（％）

0.90.92.82.824.224.246.646.625.625.6

9.49.4 53.753.7 30.430.4 5.25.2 1.31.3
30.530.5 32.732.7 26.326.3 9.29.2 1.41.4

7.97.9 60.560.5 23.923.9 6.66.6 1.11.1
21.721.7 32.032.0 26.826.8 17.617.6 1.91.9

11.111.1 55.755.7 19.319.3 12.412.4 1.51.5
20.720.7 49.149.1 21.721.7 6.86.8 1.81.8
34.834.8 21.921.9 18.018.0 23.123.1 2.22.2

45.745.7 26.326.3 24.724.7 2.42.4 0.90.9

2.32.321.521.528.028.023.623.624.524.5
2.52.512.312.325.225.247.947.912.112.1
2.02.010.810.817.517.565.565.54.24.2
1.91.917.517.532.332.335.835.812.512.5
1.71.77.07.019.819.868.568.53.03.0
2.02.013.713.729.029.043.743.711.711.7
1.61.64.54.530.030.060.760.73.33.3

平等になっている 平等になっていない どちらともいえない わからない 無回答

0 20 40 60 80 100

平成18年

平成21年

平成24年

平成27年

平成30年

平成18年

平成21年

平成24年

平成27年

平成30年

（％）

女
性

男
性

12.512.5 28.628.657.957.9

24.424.4 25.925.949.249.2

10.010.0 31.731.755.755.7

18.018.0 29.829.848.348.3

15.515.5 28.028.055.455.4

26.126.1 24.124.148.948.9

11.111.1 35.735.751.051.0

22.122.1 36.936.939.739.7

0.70.7

0.30.3

1.31.3

1.21.2

1.01.0

0.80.8

0.60.6

0.30.3

0.20.2

0.20.2

1.41.4

8.98.9 25.525.563.363.3
1.41.4
0.90.9

2.82.8

15.915.9 26.926.955.255.2
1.41.4
0.50.5

0.10.1

0.20.2

1.51.5

1.01.0

同感する どちらともいえない同感しない わからない 無回答

0 20 40 60 80 100

（30）消防団員に占める女性の割合

※ 県消防防災課より。

平成30年4月1日現在、本県
の女性消防団員数は、14，200人
中692人（4．9％）であり、年々
その割合は増加している。
また、全国では3．1％となっ
ており、県が1．8ポイント上回
っている。（全国の値は消防庁
「消防防災・震災対策現況調
査」より）

○男女共同参画に関する意識

1 男女平等に関する意識
（31）男女の地位の平等感

※ 県男女共同参画課「平成30年度意識・実態調査」より。

男女平等に関する意識では、
男女とも【社会通念や風潮】【政
治】【社会全体】に不平等感を
強く感じている。
また、【家庭】において男女
の意識差が大きくなっており
「平等になっている」は20．1ポ
イント男性の方が高く、「平等
になってない」は20．3ポイント
女性の方が高くなっている。

2 性別による役割分担意識
（32）性別役割分担意識～男性は仕事、女性は家庭～

※ 県男女共同参画課「意識・実態調査」より。

「男性は仕事、女性は家庭」
という性別役割分担意識につい
て、男女ともに、「同感しない」
の割合が増え、「同感する」割
合が減っている。また、「同感
しない」は調査開始以来初めて
男性は5割を超え、女性は6割
を超えた。
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（％）

小学校
（706校）

中学校
（356校）

高等学校
（141校）

特別支援学校
（38校）

21.221.2

78.878.8

21.621.6

78.478.4

47.547.5

52.552.5

55.355.3

44.744.7

実施校 未実施校

0
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60
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90

私立高校
54校

85.2%
（46校）

91.7%
（133校）

5.6%
（3校）

4.8%
（7校）

3.4%
（5校） 9.3%

（5校）

公立高校
145校

共学校
女子校
男子校

0.6%1.1%0.4%
0.4%

6.3%6.3%6.3%

0.6%0.6%0.6%
0.1%0.1%0.1%

3.3%3.3%3.3%

0.1%0.1%0.1%

50.2%50.2%
55.0%55.0%

22.2%22.2%

14.9%14.9%

24.1%24.1%

12.4%12.4%

8.3%8.3%

女子
(27,456人)
女子

(27,456人)
男子

(29,514人)
男子

(29,514人)

○教育

1 公立学校での男女平等教育の推進状況
（33）男女平等教育の推進状況

（教職員の男女平等教育に関する校内研修の実施率）

※ 県教育局人権教育課より。

平成31年3月現在、県内の各
公立学校※における教職員の男
女平等教育に関する校内研修の
実施率は、小学校が78．8％（706
校中556校）、中学校が78．4％
（356校中279校）、高等学校が
52．5％（141校中74校）、特別支
援学校が44．7％（38校中17校）
である。

※さいたま市立学校は含まない。

2 高等学校の男女共学、別学の状況
（34）公・私立高等学校の共学、別学の状況（令和元年5月）

※ 県学事課、教育局県立学校人事課より。

令和元年5月現在、本県の高
等学校における共学校の割合は、
公立が91．7％、私立が85．2％で
ある。

3 高等学校卒業者の進路
（35）高等学校卒業者（現役）の進路（平成30年3月卒業者）

※ 文部科学省「平成30年度学校基本調査」より。

平成30年3月に県内の高等学
校を卒業した女子の進路は、大
学が50．2％と最も高い。続いて、
専修学校、就職、短大となって
いる。
短大等を合わせた女子の大学
等進学率は58．9％（全国平均
57．7％）で全国11位となってい
る。
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短期大学
男性

5,758人

大学
女性

288,954人
20.220.2 9.19.1

9.29.2

7.87.8

7.37.35.45.414.414.48.18.16.96.93.63.620.020.022.122.111.911.9

3.93.940.440.419.819.86.46.4

農学0.1農学0.1
工業0.3工業0.3

教養2.3教養2.3

9.19.19.99.9

芸術
1.7
芸術
1.7

5.65.6

家政
0.5
家政
0.5

7.27.2

農学2.8農学2.8

22.022.03.73.738.438.48.88.8

4.44.49.69.65.65.616.216.2

農学2.8農学2.8

4.94.9

理学1.8理学1.8

25.225.2

大学
男性

339,867人

短期大学
女性

48,100人
教養0.2教養0.2

人文科学（文学、史学、哲学）

工学（大学生のみ） 工業（短大生のみ） 農学 保健 家政 教育 芸術 その他

社会科学（法学・政治学，商学・経済学、社会学） 理学（大学生のみ） 教養（短大生のみ）

16.6% 
（135人）
16.6% 
（135人）

83.4%
（678人）
83.4%
（678人）

80.4%
（678人）
80.4%
（678人）

19.6%
（165人）
19.6%
（165人）

5.5%（23人）5.5%（23人）
94.5%
（396人）
94.5%
（396人）

88.6%
（411人）
88.6%
（411人）

11.4%（53人）11.4%（53人）

7.4%（14人）7.4%（14人）
92.6%
（176人）
92.6%
（176人）

91.8%
（279人）
91.8%
（279人）

8.2%（25人）8.2%（25人）

幼稚園
6,371人

小学校
20,749人

中学校
12,415人

高等学校
11,269人

92.4% 
（5,889人）
92.4% 

（5,889人）
7.6%

（482人）
7.6%

（482人）

全体
50,804人

53.6%
（27,209人）
53.6%

（27,209人）
46.4%

（23,595人）
46.4%

（23,595人）

61.2%
（12,705人）
61.2%

（12,705人）
38.8%

（8,044人）
38.8%

（8,044人）

42.2%
（5,238人）
42.2%

（5,238人）
57.8%

（7,177人）
57.8%

（7,177人）

30.0%
（3,377人）
30.0%

（3,377人）
70.0%

（7,892人）
70.0%

（7,892人）

4 大学等への入学と専攻分野
（36）大学・短期大学入学者の専攻分野別構成（全国）

※ 文部科学省「平成30年度学校基本調査」より。

大学に入学した女性の25．2％
が社会科学、続いて20．2％が人
文科学を専攻し、男性の38．4％
が社会科学、続いて22．0％が工
学を専攻している。短期大学に
入学した女性の40．4％が教育、
続いて19．8％が家政を専攻し、
男性の22．1％が社会科学、続い
て20．0％が工業を専攻している。

5 女性の教員
（37）女性の教員の占める割合

※ 文部科学省「平成30年度学校基本調査」より。

平成30年5月現在、本県の
国立、公立及び私立学校におけ
る教員数は50，804人で、そのう
ち女性教員の割合は53．6％
（27，209人）となっている。
その割合は幼稚園が最も高く、
高等学校が最も低い。

（38）公立小・中・高等学校の女性教員管理職数

※ 文部科学省「平成30年度学校基本調査」より。

平成30年5月現在、本県の公
立学校における女性教員管理職
は小学校では校長が135人で
16．6％、教頭が165人で19．6％、
中学校では校長が23人で5．5％、
教頭が53人で11．4％、高等学校
では校長が14人で7．4％、副校
長・教頭が25人で8．2％である。
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9,523
9,066

11,563

29年度

2,4082,408

8,6148,614

11,022

30年度26年度25年度24年度23年度

県　　　市町村

27年度 28年度

（件）

経験がある（合計）経験がある（合計） 経験がある（合計）経験がある（合計）

何度もあった

配偶者等からの被害経験

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

経済的圧迫

性的強要

心理的攻撃

身体的暴行

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

1，2度あった この1年に それ以前に
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交際相手からの被害経験

0.20.2

4.24.2

0.80.8

6.36.3

1.01.0

10.510.5

6.96.9

4.34.3

10.510.5

12.912.9

17.417.4

8.68.6

3.43.4 12.112.1

9.49.4 11.811.8

15.515.5

2.42.4

0.80.8

4.94.9

1.31.3

4.54.5

2.12.1

9.49.4

0.60.6

0.70.7
4.44.4

0.20.2 0.80.8

5.15.1

0.20.2

0.70.7

1.51.5

6.86.8

1.71.7

7.57.5

0.60.6

0.20.2

8.68.6

2.52.5 2.72.7

9.29.2

0.80.8

0.80.8

4.64.6

10.010.0

5.45.4

10.810.8

男性
（116人）

45.9％

12.9％

10.3%10.3%10.3%

71.6%

5.2%

36.5%

12.0%12.0%

5.6%

相談した
相談できなかった

相談しようとは思わなかった
無回答

女性
（266人）

○女性に対する暴力の根絶

1 ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）相談件数
（39）ＤＶ相談件数

※ 県男女共同参画課より。

平成30年度に受けたＤＶに関
する相談件数は県が2，408件、
市町村が8，614件となっている。

※県 ：配偶者暴力相談支援センター、
男女共同参画推進センター及
び福祉事務所が受けたＤＶ相
談件数の合計

※市町村：ＤＶに関わる総相談件数

2 配偶者等から受けた暴力 配偶者等から受けた被害及び
交際相手から受けた被害で、心
理的攻撃が最も多くなっている。
また、すべての行為において、
被害を経験した人の割合は、女
性が男性を上回っている。
※各行為説明
・身体的暴行…なぐる、ける、物を投
げつける、突き飛ばすなどの身体に
対する行為
・心理的攻撃…人格を否定するような
暴言や交友関係を細かく監視するな
どの精神的な嫌がらせ
・性的強要…性的な行為の強要
・経済的圧迫…必要な生活費を渡さな
い、仕事を無理やり辞めさせられるなど
経済的に弱い立場に立たせる行為
※「経験はまったくない」、「無回答」
は省略。

（40）配偶者等や交際相手からの暴力被害経験

※ 県男女共同参画課「平成30年度意識・実態調査」より。

（41）配偶者等から受けた暴力に関する相談

※ 県男女共同参画課「平成30年度意識・実態調査」より。

配偶者等から受けた暴力につ
いて、相談状況を男女別にみる
と、「相談した」女性は45．9％、
男性は12．9％である。一方、「相
談できなかった」「相談しよう
と思わなかった」女性は48．5％、
男性は81．9％で、女性の約半数、
男性の約8割の人が相談してい
ない状況である。
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（266人）
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507507 511511

7272

443443
418418402402

462462399399
447447

5757

436436

6161

478478

6161

409409

（42）相談できなかった理由

※ 県男女共同参画課「平成30年度意識・実態調査」より。

配偶者等から受けた暴力につ
いて相談できなかった理由とし
て、「相談するほどのことでは
ないと思った」が最も多く女性
は54．3％、男性は56．8％を占め
ている。

※「その他」、「無回答」は省略。

3 子供への影響
（43）子供の目撃の有無

※ 県男女共同参画課「平成30年度意識・実態調査」より。

配偶者等から暴力を受けた際
に、子供がその様子を「目撃し
ていた」は女性で21．4％、男性
で21．6％となっている。

4 性犯罪の実態
（44）強制性交等・強制わいせつの認知件数

※ 県警察本部刑事総務課より。

強制性交等・強制わいせつの
認知件数は、平成30年は強制性
交等が61件、強制わいせつが409
件であった。

※刑法の一部が改正（平成29年7月13
日施行）され、強姦の罪名、構成要
件等が改められたことに伴い、「強
姦」を「強制性交等」に変更した。
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福祉事務所

○健康・福祉

1 高齢化社会
（45）健康寿命の推移

※ 県衛生研究所より。

本県の平成29年の健康寿命※
は、女性20．36年、男性17．57年
で、前年と比べて上昇している。

※健康寿命…65歳に達したのち、
介護保険制度の要介護2以上に
認定されるまでの期間。

（46）主な介護者の要介護者等との続柄・性別等（全国）

※ 厚生労働省「平成28年国民生活基礎調査」より。

主な介護者の、要介護者等と
の「同居」が58．7％と最も多く、
次いで「事業者」13.0％となっ
ている。
他方、同居の主な介護者の

66.0％が女性であり、女性が介
護の担い手となっていることが
わかる。

2 相談の受付状況
（47）男女共同参画推進センター、婦人相談センター等の相談受付状況

※ 県男女共同参画課より。

人間関係、家族、夫婦、ＤＶ
などに関する相談件数は、平成
14年度に婦人相談センターＤＶ
相談室及び男女共同参画推進セ
ンターを開設したことにより、
大きく増加した。
平成30年度の状況は男女共同
参画推進センターで9，553件、
婦人相談センターで2，578件、
福祉事務所で702件、合計12，833
件の相談を受け付けた。
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20.3%20.3%
（11,667人）（11,667人）（2,372人）（2,372人） （9,295人）（9,295人）

（1,207人）（1,207人） （3,955人）（3,955人）

（8,090人）（8,090人） （3,997人）（3,997人）

（5,202人）（5,202人）

（12,087人）（12,087人）

23.2%23.2%

66.9%66.9% 33.1%33.1%

76.8%76.8%

79.7%79.7%

3 医療従事者の女性割合
（48）医師、歯科医師、薬剤師に占める女性の割合

※1 厚生労働省「平成28年医師・歯科医師・薬剤師調査」より。
※2 医師と歯科医師は、医療施設の従事者である。また、薬剤師は

薬局・医療施設の従事者である。

平成28年12月31日現在、本県
の医療従事者の女性割合は医師
が20．3％（全国平均21．1％）、
歯科医師が23．2％（同23．0％）、
薬剤師が66．9％（同65．9％）と
なっている。


